
 

 

 

山形県心身障がい者扶養共済制度条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（年金管理者） （年金管理者） 

第11条 －略－ 第11条 －略－ 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管

理者となることができない。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管

理者となることができない。 

(１) 成年被後見人又は被保佐人 (１) 精神の機能の障がいにより年金の受領及

び管理を適正に行うに当たつて必要な認知、

判断及び意思疎通を適切に行うことができな

い者 

(２) 破産者であつて復権を得ないもの (２) 破産手続開始の決定を受けて復権を得な

い者 

３～５ －略－ ３～５ －略－ 

 

議第 144 号 



 

 

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が達成すべき業務運営に関する目標を 

達成するための計画 新旧対照表 

現   行 改 正 案 

第１ 中期計画の期間 －略－ 第１ 中期計画の期間 －略－ 

  

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業

務の質の向上に関する目標を達成するためと

るべき措置 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業

務の質の向上に関する目標を達成するためと

るべき措置 

  

１ 医療機能の分化・連携 １ 医療機能の分化・連携 

（１）日本海総合病院の機能 （１）日本海総合病院の機能 

「高度急性期」医療機能を有し、急性期の患

者に対し、状態の早期安定化に向け、次表のよ

うな診療密度が特に高い医療を提供する。 

「高度急性期」医療機能を有し、急性期の患

者に対し、状態の早期安定化に向け、次表のよ

うな診療密度が特に高い医療を提供する。 

項 目 概   要 

許可病床数 

一般病床           630 床 

(うち、救命救急センター24 床) 

感染症病床           4 床 

(合計        634 床) 

標榜科 

(27 診療

科) 

内科、循環器内科、消化器内科、

内視鏡内科、精神科、神経内科、

小児科、緩和ケア内科、外科、

乳腺外科、小児外科、整形外科、

形成外科、リハビリテーション

科、脳神経外科、心臓血管外科、

呼吸器外科、皮膚科、泌尿器科、

産婦人科、眼科、耳鼻咽喉・頭

頸部外科、放射線科、歯科口腔

外科、麻酔科、救急科、病理診

断科 

診療機能等 

・救命救急センター(ICU、HCU) 

・PET センター 

・外来化学療法室 

・LDR 室(陣痛・分娩・回復室) 

・未熟児室 

・認知症疾患医療センター 

・特殊診察室及び感染症室(陰

圧・陽圧室) 

・人工透析室 

・ハイブリッド手術室 

・地域医療支援病院 

・地域がん診療連携拠点病院 

・災害拠点病院 

・へき地医療拠点病院 

・臨床研修病院    など 
 

項 目 概   要 

許可病床数 

一般病床           626 床 

(うち、救命救急センター24 床) 

感染症病床           4 床 

(合計        630 床) 

標榜科 

(27 診療

科) 

内科、循環器内科、消化器内科、

内視鏡内科、精神科、神経内科、

小児科、緩和ケア内科、外科、

乳腺外科、小児外科、整形外科、

形成外科、リハビリテーション

科、脳神経外科、心臓血管外科、

呼吸器外科、皮膚科、泌尿器科、

産婦人科、眼科、耳鼻咽喉・頭

頸部外科、放射線科、歯科口腔

外科、麻酔科、救急科、病理診

断科 

診療機能等 

・救命救急センター(ICU、HCU) 

・PET センター 

・外来化学療法室 

・LDR 室(陣痛・分娩・回復室) 

・未熟児室 

・認知症疾患医療センター 

・特殊診察室及び感染症室(陰

圧・陽圧室) 

・人工透析室 

・ハイブリッド手術室 

・地域医療支援病院 

・地域がん診療連携拠点病院 

・災害拠点病院 

・へき地医療拠点病院 

・臨床研修病院    など 
 

（２）～（３） －略－ （２）～（３） －略－ 

  

２～５ －略－ ２～５ －略－ 

  

第３～10 －略－ 第３～10 －略－ 

 

議第 164 号 
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